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ここから下は広告欄です。内容についてのお問い合わせは、直接、広告主の方へお願いします。

地域包括支援センターだより

　

１
カ
月
間
に
病
院
へ
支
払
っ
た
医

療
費
が
一
定
額（
自
己
負
担
限
度
額
）

以
上
に
な
っ
た
場
合
は
、
申
請
す
れ

ば
医
療
費
の
一
部
が
高
額
療
養
費
と

し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
に
つ
い
て
は
、
医
療
費
が
高
額
に

該
当
す
る
と
確
認
で
き
た
方
で
、
ま

だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方
に
対
し
て

申
請
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　

通
知
が
届
い
た
方
は
医
療
費
の
一

部
が
戻
り
ま
す
の
で
、
次
の
も
の
を

持
参
し
て
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

な
お
申
請
か
ら
支
給
ま
で
は
約
２

カ
月
程
度
か
か
り
ま
す
。
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
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国
保
年
金
係

　

☎
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－

１
１
１
１

　
（
内
線
１
２
５
〜
１
２
７
）

◆
申
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窓
口

　

市
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国
保
年
金
係

　

白
沢
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

◆
持
参
す
る
も
の

　

 

申
請
通
知
書
、
通
知
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
病
院
等
の
領
収
書
、
世

帯
主
の
通
帳（
申
請
書
委
任
欄
に

ご
記
入
頂
け
れ
ば
世
帯
主
以
外
の

通
帳
で
も
可
）、
認
印

〈
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
処
方
を

希
望
す
る
場
合
は
〉

○ 

医
療
機
関
の
窓
口
で
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
を
提
示
し

ま
す
。
希
望
カ
ー
ド
が
無
い
と
き

は
主
治
医
に
口
頭
で
伝
え
ま
し
ょ

う
。

○ 

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
処
方
箋

が
必
要
な
薬
で
す
。

　

 

病
気
の
状
態
や
医
師
の
判
断
で
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
使
用
で

き
な
い
方
も
い
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
主
治
医
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

○ 

処
方
箋
を
薬
局
へ
持
参
し
、
薬
剤

師
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
希

望
を
伝
え
ま
す
。

■
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わ
せ
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国
保
年
金
係

　

☎
33

－
１
１
１
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（
内
線
１
２
５
〜
１
２
７
）

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
、

一
部
医
療
費
が
戻
り
ま
す

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
に
は

必
ず
署
名
し
ま
し
ょ
う

老人日常生活用具給付事業
 対 象者 　65歳以上でひとり暮ら
しの方

 内 　容 　自動消火器、
電磁調理器の2品目を
支給します。

訪問介護員(ヘルパー )派遣事業
 対 象者 　65歳以上で要介護認定
を受けていない虚弱でひとり暮ら
しの方

 内 　容 　週2回程度、生活援助員
を派遣し、日常生活
の援助をします。

緊急通報装置給付事業
 対 象者 　65歳以上のひとり暮ら
しの方

 内 　容 　緊急通報装置とペンダ
ント式緊急通報装置を
貸し出します。

寝たきり在宅者介護手当支給事業
 対 象者 　要介護度４・５の高齢
者を在宅で6カ月以上介護して
いる家族

 内 　容 　介護手当を支
給します。

高齢者
生きがいデイサービス事業
 対 象者 　65歳以上で要介護認定
を受けていない方

 内 　容 　健康チェック、趣味創
作活動の提供、送迎サービスを
します。

寝具洗濯乾燥消毒
サービス事業
 対 象者 　おおむね65歳以上の要
介護４・５、一人暮らしの方

 内 　容 　年1回、寝
具類の丸洗い乾燥
をします。

配食サービス事業
 対 象者 　おおむね65歳以上のひ
とり暮らしの方、高齢者世帯で
要介護認定を受けていない方

 内 　容 　昼食を配
達します。

救急医療情報キット給付事業
 対 象者 　65歳以上でひとり暮ら
しの方

 内 　容 　救急時必要になる情報
を保管する医療情報キットを配
布します。

高齢者住宅改修支援事業
 対 象者 　65歳以上で要介護認定
を受けていない方の世帯

 内 　容 　住宅改修に係る工事経
費の一部を助成しま
す。

認知症在宅高齢者介護手当
支給事業
 対 象者 　認知症と診断され要介
護３で在宅で6カ月以上常時介
護している家族

 内 　容 　介護手当を支
給します。

老人短期入所運営事業
 対 象者 　疾病などにより身体が
虚弱で日常生活を営むのに支障
がある高齢者で要介護認定を
受けていない方（理由が必要）

 内 　容 　一時的に施設に入所す
ることができます。

徘徊高齢者家族支援事業
（GPS貸出）
 対 象者 　徘徊の行動がみられる、
または徘徊行動のおそれがあ
る、おおむね65歳以上の認知症
高齢者を在宅で介護している
家族の方

 内 　容 　徘徊高齢者の所在を確
認できる機器を貸し出します。

在宅高齢者家族介護用品
支給事業
 対 象者 　要介護４・５
の高齢者を6カ月以上
介護している家族

 内 　容 　紙おむつなどの介護用
品を購入する場合に助成します。
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ジェネリック医薬品希望
カードの裏に署名をしま
しょう！
希望カードは、市役所にご
ざいます

被保険者
被扶養者

② 高額療養費申
請書の提出

③払い戻し

①医療費の支払い

市役所

医療機関

◆問い合わせ先
　高齢福祉課（えぽか内）
　☎６３－２７８０

　対象者の制限・一部負担金
や所得制限の事業がありますの
で、詳しくはお問い合わせくだ
さい。

　本宮市では、高齢者の皆さんが
住み慣れた地域で自立した生活が
できるよう、次のサービスを行っ
ています。

高齢者福祉サービスのご案内


